
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※本紙及び山岳遭難発生情報は、埼玉県警察ホームページ 【 暮らしの安全 → 山岳情報 】 に掲載しています。 

 

 春の山岳遭難防止キャンペーンを実施   

 ４月２９日（月・祝）に越生町で開催された花の里おごせウォーキング

大会会場及び武甲山、両神山、棒ノ嶺の各登山口において山岳遭難防止キ

ャンペーンを開催しました。 

 当日は、多くの登山者や大会参加者に登山届を提出や安全登山指導をさ

せていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 登山に行かれる際は、事前計画をしっかりと立てて、装備等を含め、万

全の準備をしてから入山してください。 

 登山届は、登山口以外でも県警ホームページや登山アプリ等でも事前に

提出することができますので、ぜひ活用しましょう。 

 

  

 

 【武甲山・一の鳥居登山口】  【花の里おごせウォーキング大会】 



               

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱中症特別警戒アラート 

 本年４月 24 日、環境省が「熱中症特別警戒アラート」の運用を開始し

ました。登山の準備として、天候だけでなく、「気温」や「湿度」も確認

し、「熱中症（特別）警戒アラート」という言葉も覚えておきましょう。 

 気温が特に著しく高くなることにより、熱中症 

による重大な健康被害が生じるおそれがある場合 

に環境大臣から発表されます。 

 過去に例のない広域的な危難な暑さが想定され 

ています。 

  

 

◎「熱中症特別警戒アラート」ってなに？ 

熱中症特別警戒アラートが発令したら… 

 山に登っている場合じゃない！ 

 登山は【中止】又は【延期】！！ 

◎特に埼玉県では 

 埼玉県の夏期は、非常に暑くなる日が多いですが、それに加え、

県内の山々には、 

  低山が多く、市街地と気温差が少ない 

  木々の中は風が抜けにくく、山が高温多湿になりやすい 

などの特徴がありますので、十分注意しましょう。 

  

 

◎「熱中症特別警戒アラート」が発表されたらどうする？ 

 積極的に熱中症予防行動を行い、家族や周囲の

人々にも見守りや声掛け等をし、助け合う。 

 例えば…「屋外での運動は原則、中止又は延期」 

     「不要不急の外出は避ける」 

     「水分補給を促す」など 

  

 


